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(57)【要約】
【課題】  初期化ファイルが読み取り不可状態になるの
を有効に防止して、超音波診断等の医療診断が行える状
態に設定できる医療診断装置を提供する。
【解決手段】  超音波内視鏡と接続されて超音波診断を
行う超音波画像観測装置内のＲＯＭ及びハードディスク
には、Ｏｒｇ．ｉｎｉと、Ｉｎｉｔ．ｉｎｉ、Ｕｓｅ
ｒ．ｉｎｉの初期化ファイルがそれぞれ格納されてお
り、装置起動時には超音波画像観測装置内のＣＰＵはＵ
ｓｅｒ．ｉｎｉのファイルにアクセスして、読み取りが
可能であればこのファイルの設定データでハードウエア
等の初期設定を行い、読み取り不可の場合にはＩｎｉ
ｔ．ｉｎｉのファイルにアクセスして読み取りが可能で
あれば、このファイルで初期設定を行うようにするなど
して、装置起動時に設定が必要な設定データを記憶した
初期化ファイルが読み取り不可状態になるのを有効に防
止する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  装置起動時に設定が必要な第１の装置初
期設定ファイルを格納した、ユーザ書き換え不能な第１
の不揮発性記憶手段と、
前記第１の装置初期設定ファイルに基づいて設定され、
装置起動時に設定が必要な第２の装置初期設定ファイル
を格納した、ユーザ書き換え可能な第２の不揮発性記憶
手段と、
前記第２の装置初期値設定ファイルに基いて、装置起動
時の初期設定を行う初期設定手段と、
前記第２の装置初期値設定ファイルの読み取り可及び不
可を判定する判定手段と、
前記判定手段の判定結果に基づき、前記第２の装置初期
値設定ファイルの読み取り不可の場合には、前記第１の
装置初期値設定ファイルに基いて装置初期設定を行うよ
うに前記初期設定手段を制御する制御手段と、
を備えたことを特徴とする医療診断装置。
【請求項２】  前記判定手段による判定結果に応じて前
記第２の装置初期設定ファイルを復旧する復旧手段、
を更に設けたことを特徴とする請求項１記載の医療診断
装置。
【請求項３】  装置起動時に設定が必要な第１の装置初
期設定ファイルを格納した、ユーザ書き換え不能な第１
の不揮発性記憶手段と、
前記第１の装置初期設定ファイルに基づいて予め設定さ
れ、装置起動時に設定が必要な第２の装置初期設定ファ
イルを格納した、ユーザ書き換え可能な第２の不揮発性
記憶手段と、
前記第２の装置初期設定ファイルに基づいてユーザによ
り設定され、装置起動時に設定が必要な第３の装置初期
設定ファイルを格納した、ユーザ書き換え可能な第３の
不揮発性記憶手段と、
前記第３の装置初期値設定ファイルに基いて、装置起動
時の初期設定を行う初期設定手段と、
前記第２及び第３の装置初期値設定ファイルの読み取り
可及び不可を、前記第３の装置初期値設定ファイルを優
先して判定する判定手段と、
前記判定手段の判定結果に基づき、前記第３の装置初期
値設定ファイルの読み取り不可の場合には、前記第２の
装置初期値設定ファイルに基いて装置初期設定を行い、
さらに前記第２の装置初期値設定ファイルの読み取り不
可の場合には、前記第１の装置初期値設定ファイルに基
いて装置初期設定を行うように前記初期設定手段を制御
する制御手段と、
を備えたことを特徴とする医療診断装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は超音波等による医療
的診断を行う医療診断装置に関する。
【０００２】
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【従来の技術】近年、超音波を送受波する超音波振動子
（トランスデューサ）を体腔内へ挿入し、超音波振動子
のラジアルスキャンが行えるような手段を備えた超音波
内視鏡、及びこの超音波内視鏡から得られたエコー信号
を画像化する超音波画像観測装置で構成される超音波診
断装置が医療的診断を行うのに広く採用されるようにな
った。
【０００３】図１５は従来例の超音波診断装置１′の全
体構成を示す。この超音波診断装置１′は、超音波の送
受信により超音波画像を取得する超音波内視鏡２と、超
音波内視鏡２で得られた超音波データを２次元または３
次元画像表示するための画像処理を行う超音波画像観測
装置３′とを備えている。
【０００４】超音波内視鏡２は体腔内等に挿入される細
長の挿入部４と、この挿入部４の後端に設けられた操作
部５と、この操作部５から延出されたケーブル６とを有
し、このケーブル６の端部の挿入部４と、この挿入部４
の後端に設けられた操作部５と、この操作部５から延出
されたケーブル６とを有し、このケーブル６の端部の接
続コネクタ７は超音波画像観測装置３′の接続コネクタ
８に着脱自在で接続される。挿入部４の先端部には超音
波振動子９が内蔵され、この超音波振動子９は操作部５
内の振動子駆動回路１１により例えばラジアルスキャン
に駆動される。
【０００５】超音波画像観測装置３′は、超音波内視鏡
２に対して超音波を送受信する送受信部１３と、送受信
部１３で取り込まれた超音波信号をデジタルの超音波デ
ータに変換するＡ／Ｄコンバータ１４と、Ａ／Ｄコンバ
ータ１４で変換されたデジタル超音波データを記憶する
フレームメモリ１５と、デジタル超音波画像データをア
ナログ信号に変換するＤ／Ａコンバータ１６と、Ｄ／Ａ
コンバータ１６の出力画像信号を入力して超音波画像の
表示を行う画像表示用モニタ１７と、超音波画像を印刷
するプリンタ１８と、各部の制御やフレームメモリ１５
に記憶された画像データを処理するＣＰＵ１９と、制御
プログラムが格納されているＲＯＭ２０と、一時的にデ
ータが格納されるＲＡＭ２１と、さらに本装置をユーザ
が操作する為の装置操作卓２２と、フットスイッチ２
４、及びポインティングデバイス２３とを有する。
【０００６】また、Ａ／Ｄコンバータ１４、フレームメ
モリ１５、Ｄ／Ａコンバータ１６は制御信号線２５を介
して送受信部１３により制御され、さらに送受信部１３
は制御線２６を介してＣＰＵ１９により制御され、また
フレームメモリ１５は制御信号線２７を介してＣＰＵ１
９により制御される。
【０００７】また、超音波画像観測装置３′には、送受
信部１３等の各ブロックに電源を供給する電源回路２８
が設けてあり、この電源回路２８は超音波内視鏡２側に
も電源を供給する。なお、電源回路２８には電源スイッ
チ２９が接続され、電源のＯＮ／ＯＦＦを行えるように
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している。
【０００８】また、近年はハードディスク（以降ＨＤＤ
と記す）が安価に利用可能であるため、この図１５に示
すように超音波画像観測装置３′においても、ＨＤＤ３
０を搭載する場合が多い。このＨＤＤ３０内には、図１
６に示すように初期化ファイル（又は初期値ファイル）
としてのｉｎｉｔｉａｌ．ｉｎｉ８１が記録されてお
り、これには
・ハードウエア初期設定
・操作パラメータ（ゲイン、コントラスト等）のユーザ
ー設定値
などが記録されている。
【０００９】図１７は、このような超音波診断装置１′
の電源スイッチ２９をＯＮした時のＣＰＵ１９による動
作のフローチャートを示す。まず、電源スイッチ２９を
ＯＮすると、ＣＰＵ１９はステップＳ６１を実行する。
すなわち、初期値ファイル（図１６のｉｎｉｔｉａｌ．
ｉｎｉ８１）を読み出し、次のステップＳ６２におい
て、読み出した値を制御線２６，２７を介して各ブロッ
クへ設定し、次のステップＳ６３へ進む。このステップ
Ｓ６３では動作準備完了であることをモニタ１７に表示
して、このフローを終了する。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】こうした従来例の超音
波診断装置１′においては、まれに前述の初期化ファイ
ル（図１６のｉｎｉｔｉａｌ．ｉｎｉ８１）が破損して
いて読み取り不可になる場合があり、この場合、図１７
のステップＳ６１が終了できず、超音波診断装置１′が
利用可能状態にならない、またステップＳ６２で間違っ
た値を設定してしまう等の問題があった。
【００１１】（発明の目的）本発明は上述した点に鑑み
てなされたもので、初期化ファイルが読み取り不可状態
になるのを有効に防止して、超音波診断等の医療診断が
行える状態に設定できる医療診断装置を提供することを
目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】装置起動時に設定が必要
な第１の装置初期設定ファイルを格納した、ユーザ書き
換え不能な第１の不揮発性記憶手段と、前記第１の装置
初期設定ファイルに基づいて設定され、装置起動時に設
定が必要な第２の装置初期設定ファイルを格納した、ユ
ーザ書き換え可能な第２の不揮発性記憶手段と、前記第
２の装置初期値設定ファイルに基いて、装置起動時の初
期設定を行う初期設定手段と、前記第２の装置初期値設
定ファイルの読み取り可及び不可を判定する判定手段
と、前記判定手段の判定結果に基づき、前記第２の装置
初期値設定ファイルの読み取り不可の場合には、前記第
１の装置初期値設定ファイルに基いて装置初期設定を行
うように前記初期設定手段を制御する制御手段と、を備
えたことにより、装置起動時に前記第２の装置初期値設
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定ファイルの読み取りが不可となった場合にも、前記第
１の装置初期値設定ファイルに基いて装置初期設定を行
うことにより、初期化ファイルが読み取り不可状態にな
るのを有効に防止して、超音波診断等の医療診断が行え
るようにしている。
【００１３】また、装置起動時に設定が必要な第１の装
置初期設定ファイルを格納した、ユーザ書き換え不能な
第１の不揮発性記憶手段と、前記第１の装置初期設定フ
ァイルに基づいて予め設定され、装置起動時に設定が必
要な第２の装置初期設定ファイルを格納した、ユーザ書
き換え可能な第２の不揮発性記憶手段と、前記第２の装
置初期設定ファイルに基づいてユーザにより設定され、
装置起動時に設定が必要な第３の装置初期設定ファイル
を格納した、ユーザ書き換え可能な第３の不揮発性記憶
手段と、前記第３の装置初期値設定ファイルに基いて、
装置起動特の初期設定を行う初期設定手段と、前記第２
及び第３の装置初期値設定ファイルの読み取り可及び不
可を、前記第３の装置初期値設定ファイルを優先して判
定する判定手段と、前記判定手段の判定結果に基づき、
前記第３の装置初期値設定ファイルの読み取り不可の場
合には、前記第２の装置初期値設定ファイルに基いて装
置初期設定を行い、さらに前記第２の装置初期値設定フ
ァイルの読み取り不可の場合には、前記第１の装置初期
値設定ファイルに基いて装置初期設定を行うように前記
初期設定手段を制御する制御手段と、を備えたことによ
り、装置起動時に前記第３の装置初期値設定ファイルの
読み取りが不可となった場合にも、前記第２の装置初期
値設定ファイルに基いて装置初期設定を行うことがで
き、また仮に装置起動時に前記第２の装置初期値設定フ
ァイルの読み取りが不可となった場合にも、さらに前記
第１の装置初期値設定ファイルに基いて装置初期設定を
行うことができるので、初期化ファイルが読み取り不可
状態になるのを有効に防止して、超音波診断等の医療診
断が行えるようにしている。
【００１４】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態を説明する。
（第１の実施の形態）図１ないし図７は本発明の第１の
実施の形態に係り、図１は第１の実施の形態の超音波診
断装置の全体構成を示し、図２はＲＯＭ及びＨＤＤ内部
の初期化ファイルの構成を示し、図３は電源が投入され
た場合の超音波画像観測装置内のＣＰＵの動作フローを
示し、図４はＨＤＤ内部の初期化ファイルのデータ構造
を示し、図５は初期化ファイルの読み取り可・不可の判
定方法を示し、図６は変形例における超音波画像観測装
置内のＣＰＵの動作フローを示し、図７は工場出荷時の
初期化ファイルに戻す機能を備えた場合におけるＣＰＵ
の動作フローを示す。
【００１５】図１に示すように本発明の医療診断装置の
第１の実施の形態の超音波診断装置１は、超音波内視鏡
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２と、超音波画像観測装置３とから構成される。この超
音波診断装置１は、図１５に示した従来例の超音波診断
装置１′における超音波画像観測装置３′と一部構成が
異なる超音波画像観測装置３を採用している。つまり、
図１５の超音波画像観測装置３′において、ＨＤＤ３０
に代わりにＨＤＤ３１を採用し、またＲＯＭ２０の代わ
りにＲＯＭ３２を採用した超音波画像観測装置３を採用
している。
【００１６】本実施の形態における不揮発性の記憶（記
録）手段として書き換え可能なＨＤＤ３１と読み取り専
用のＲＯＭ３２には図２に示すように装置起動時に必要
な初期化ファイルが格納された構成になっている。な
お、このＨＤＤ３１に格納するファイルとしては、実際
にはフラッシュメモリやＰＣカードインターフェースを
備えたＡＴＡカード、コンパクトフラッシュ（登録商
標）カード等の不揮発性で書き換え可能な記憶手段とす
ることも可能である。
【００１７】また、ＲＯＭ３２は読み取り専用であり、
ユーザが書き換えることが不可能であるが、ユーザが書
き換え可能とするフラッシュメモリ等で構成することも
可能である。この場合には、ＨＤＤ３１に格納する初期
化ファイルをＲＯＭ３２に格納することも可能となる。
【００１８】本実施の形態ではＣＰＵ１９の内部には、
ＨＤＤ３１及びＲＯＭ３２内部の初期化ファイルが読み
取り可か不可かを判定する読み取り可・不可判定手段３
３を内蔵した構成となっている。その他は図１５と同様
の構成であり、同じ構成ブロックには同じ符号を付け、
その説明を省略する。
【００１９】まず、図２のＲＯＭ３２、ＨＤＤ３１の内
部構成を説明する。ＲＯＭ３２の記憶領域には第１の初
期化ファイルであるＯｒｇ．ｉｎｉ３６が記録されてい
る。このＯｒｇ．ｉｎｉ３６のファイルには本超音波診
断装置１が起動するために必要最小限の設定値が格納さ
れている。このＲＯＭ３２に格納されているＯｒｇ．ｉ
ｎｉ３６のファイルが読み取り不可となる可能性は殆ど
無い。
【００２０】次にＨＤＤ３１の記憶領域には第２の初期
化ファイルであるＩｎｉｔ．ｉｎｉ３７、第３の初期化
ファイルであるＵｓｅｒ．ｉｎｉ３８が記録されてい
る。Ｉｎｉｔ．ｉｎｉ３７のファイルは工場出荷時に、
必要最小限の設定値が格納されているＯｒｇ．ｉｎｉ３
６から細かい調整を行った値が予め格納されており、こ
のファイルへの書き込み動作は工場出荷時等かなり限定
されているため、このファイルが読み取り不可となる可
能性は十分に低い。
【００２１】Ｕｓｅｒ．ｉｎｉ３８のファイルはユーザ
が装置を使用中に設定を変更するたびに、その変更設定
値が書き込まれる。この場合、最初は工場出荷時に設定
されたＩｎｉｔ．ｉｎｉ３７のファイルで起動され、ユ
ーザが装置を使用中に設定を変更すると、Ｉｎｉｔ．ｉ
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ｎｉ３７のファイルに変更が加えられてＵｓｅｒ．ｉｎ
ｉ３８のファイルが生成される。そして、以後はこのＵ
ｓｅｒ．ｉｎｉ３８のファイルで起動時の設定が行わ
れ、そのファイルにさらに変更が加えられると新しいＵ
ｓｅｒ．ｉｎｉ３８のファイルが生成される。そして最
新のＵｓｅｒ．ｉｎｉ３８のファイルで起動時の設定が
行われるようになる。
【００２２】Ｕｓｅｒ．ｉｎｉ３８のファイルはユーザ
により自由に書き換えが可能であるため、書き込み動作
中に電源ＯＦＦされた場合などは、このファイルが破損
（読み取り不可）することがある。こうした場合に備
え、本実施の形態では、電源ＯＮ時のＣＰＵ１９の動作
を図３のようにした。
【００２３】図３において、まずステップステップＳ０
１でＣＰＵ１９はＨＤＤ３１のＵｓｅｒ．ｉｎｉ３８の
ファイルにアクセスして、読み取り可・不可の判定を行
う（判定方法は後述する）。
【００２４】読み取り可能と判断された場合はステップ
Ｓ０３に移り、Ｕｓｅｒ．ｉｎｉ３８のファイルに格納
されている設定値を読み取り、制御線２６，２７を介し
て各ブロックにその読み取り値を初期設定データ等に設
定してステップＳ０６へ進む。
【００２５】一方、読み取り不可と判断された場合は、
ステップＳ０２へ進んで、ＨＤＤ３１のＩｎｉｔ．ｉｎ
ｉ３７のファイルにアクセスして、（読み取り可・不可
判定手段３３による）読み取り可・不可の判定を行う
（判定方法は後述する）。
【００２６】そして、読み取り可能と判断された場合は
ステップＳ０５に移り、Ｉｎｉｔ．ｉｎｉ３７のファイ
ルに格納されている設定値を読み取り、制御線２６、２
７を使用して各ブロックにその読み取り値を設定してス
テップＳ０６へ移る。
【００２７】ステップＳ０２でにおいて、読み取り不可
と判断された場合はステップＳ０４に進む。このステッ
プＳ０４では読み取り不可である可能性の無い安全なＯ
ｒｇ．ｉｎｉ３６のファイルに格納されている起動に必
要最小限の設定値を読み取り、制御線２６，２７を介し
て各ブロックにその値を設定し、ステップＳ０６では動
作準備完了であることをモニタ１７に表示してこの処理
フローを終了する。
【００２８】この図３で説明したように最初にＵｓｅ
ｒ．ｉｎｉ３８のファイルを読み取るようにして、仮に
そのファイルが読み取れない場合には、そのファイルよ
りはるかに読み取り不可になることが少ないＩｎｉｔ．
ｉｎｉ３７のファイルを読み取るようにし、このファイ
ルでも読み取りができない場合には、読み取り不可にな
ることが極めて少ない、読み取り専用のＯｒｇ．ｉｎｉ
３６のファイルを読み取って初期値データの設定を行う
ようにしているので、仮にＨＤＤ３１内部のＵｓｅｒ．
ｉｎｉ３８のファイルが読み取れないような場合にも、
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7
Ｉｎｉｔ．ｉｎｉ３７、Ｏｒｇ．ｉｎｉ３６のファイル
を読み取ることにより、初期値データが読み取れないよ
うな事態を有効に防止して、超音波診断装置１を起動さ
せて超音波診断を行えるようにしている。
【００２９】次に図３において記述した読み取り可・不
可の判定方法を図４、図５により説明する。図４はＩｎ
ｉｔ．ｉｎｉ３７、Ｕｓｅｒ．ｉｎｉ３８のデータ構造
を示しており、ファイル先頭には、設定データ１、設定
データ２、…等の設定値データ４１から算出されたチェ
ックサムデータ４２が格納されている。
【００３０】図５はＣＰＵ１９の読み取り可・不可の判
定手段３３によるファイルの読み取り可・不可を判定す
る動作フローである。ステップＳ１１においてＣＰＵ１
９はまず、図４で説明したチェックサムデータ４２を読
み出し、これをＳＵＭ１としてＲＡＭ２１（図１参照）
に保存する。
【００３１】次のステップＳ１２においてＣＰＵ１９は
まず、図４で説明した各設定値データ４１を全て読み出
しＲＡＭ２１へ格納し、次のステップＳ１３へ進む。こ
のステップＳ１３において、ＣＰＵ１９は前のステップ
Ｓ１２で読み出したデータからチェックサムを計算し、
その計算結果をＳＵＭ２としてＲＡＭ２１へ格納し、次
のステップＳ１４へ進む。
【００３２】このステップＳ１４では、ＣＰＵ１９はＳ
ＵＭ１＝ＳＵＭ２？を判定し、等しい場合には次のステ
ップＳ１５へ進んで、そのファイルは読み出し可能と判
定してこの処理を終了する。一方、ステップＳ１４の判
定でＳＵＭ１とＳＵＭ２とが等しくない場合にはステッ
プＳ１６に移り、そのファイルは読み出し不可と判定し
てこの処理を終了する。
【００３３】以上のような構成及び作用により、ＨＤＤ
３１内部の初期値データファイルが仮に破損していて
も、超音波診断装置１を起動させることができない、と
いったことを殆どの場合、回避することが可能となる。
【００３４】次に、第１の実施の形態の変形例を説明す
る。図６は本変形例における電源ＯＮ時のＣＰＵ１９の
動作フローを示す。前述した図３の動作フローでは、Ｉ
ｎｉｔ．ｉｎｉ３７及びＵｓｅｒ．ｉｎｉ３８のファイ
ルが破損していた場合、そのままでは放置されてしま
い、ユーザによって変更された設定値が保存されなくな
ってしまう。図６はこの点を改善した変形例の動作を示
す。
【００３５】超音波画像観測装置３の電源が投入される
と、図６に示すように最初のステップＳ２１でＣＰＵ１
９は、Ｕｓｅｒ．ｉｎｉ３８のファイルが読み取り可能
？を判定し、読み取り可能であればステップＳ２５へ移
り、逆に読み取りが不可能であるとステップＳ２２へ進
む。ステップＳ２５へ進んだ場合は、Ｕｓｅｒ．ｉｎｉ
３８のファイルから読み取った値を各ブロックへ設定
し、ステップＳ２６へ進む。
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【００３６】ステップＳ２２へ進んだ場合は、ＣＰＵ１
９は、Ｉｎｉｔ．ｉｎｉ３７のファイルが読み取り可能
？かを判定し、読み取りが可能であればステップＳ２４
へ移り、逆に読み取りが不可能であればステップＳ２３
へ進む。ステップＳ２４へ移った場合はＩｎｉｔ．ｉｎ
ｉ３７のファイルのコピーをＵｓｅｒ．ｉｎｉ３８のフ
ァイルとして作成し、前述したステップＳ２５へと進
む。
【００３７】ステップＳ２３へ進んだ場合は、ＲＯＭ３
２内部のＯｒｉ．ｉｎｉ３６のファイルのコピーをＩｎ
ｉｔ．ｉｎｉ３７のファイルとしてＨＤＤ３１内部に作
成し、さらに次のステップＳ２４に進む。以降は、前述
したステップＳ２４、ステップＳ２５を実行してステッ
プＳ２６へ進む。ステップＳ２６では動作準備完了であ
ることをモニタ１７に表示して、この処理フローを終了
する。
【００３８】このような処理を行うようにして、読み取
り不可であるファイルが発見された場合の復旧処理を追
加したことによって、本超音波診断装置１を操作して変
更した設定値が保存されない、といったことを回避でき
る。つまり、ＨＤＤ３１内部で読み取り不可となった初
期化ファイルを自動的に復旧することができる。
【００３９】なお、本超音波診断装置１は、工場出荷時
設定という機能を備えている。これはユーザが色々設定
値を変えて動作の比較検証を実行後、設定をもとの状態
に戻したい、という場合に有効であり、この工場出荷時
設定を行う機能を備えた場合のＣＰＵ１９の動作フロー
を図７に示す。
【００４０】図７において、まずステップＳ３１でＣＰ
Ｕ１９は、Ｉｎｉｔ．ｉｎｉ３７のファイルが読み取り
可能？を判定し、読み取りが可能であればステップＳ３
３へ進み、読み取りが不可能であればステップＳ３２へ
進む。ステップＳ３２へ進んだ場合は、ＲＯＭ３２内部
のＯｒｇ．ｉｎｉ３６のファイルのコピーをＩｎｉｔ．
ｉｎｉ３７のファイルとしてＨＤＤ３１内部に作成し、
ステップＳ３３へと進む。
【００４１】ステップＳ３３ではＵｓｅｒ．ｉｎｉ３８
のファイルを無条件で削除（破棄）し、さらにＩｎｉ
ｔ．ｉｎｉ３７のファイルのコピーをＵｓｅｒ．ｉｎｉ
３８のファイルとして新たに作成し、ステップＳ３４へ
進む。ステップＳ３４ではＣＰＵ１９はＲＥＳＥＴ命令
等を実行し、この処理を終了する（実際には、ステップ
Ｓ３４の後は図６に示す動作が再起動で実行され、最終
的には工場出荷時の設定値はステップＳ２５において図
１の各ブロックに設定される）。
【００４２】このように工場出荷時設定の機能を備える
ことにより、ユーザは好みの初期設定値データへ変更し
た場合にも、元の工場出荷時設定の初期設定値データに
戻すことが容易にでき、ユーザに対する使い勝手を向上
できる。
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9
【００４３】また、従来は工場での生産時にＨＤＤ３１
内部にあらかじめＵｓｅｒ．ｉｎｉ３８、Ｉｎｉｔ．ｉ
ｎｉ３７のファイルを作成しておいてからＨＤＤ３１等
の各パーツを組み上げ、各調整を行う必要があったが、
本実施の形態により、先にパーツを組み上げた後に図７
で説明した工場出荷時設定の機能を実行して各調整を行
うことが可能となり、製造工程を簡素化でき、コストダ
ウンに繋がるといった効果も得られる。なお、図６、図
７の説明中のステップＳ２１、Ｓ２２、Ｓ３１の「～読
み取り可能？」の判定方法は図４、図５の方法と同様で
ある。
【００４４】（第２の実施の形態）図８は本発明の第２
実施の形態の超音波診断装置５１を示す。図８の超音波
診断装置５１は、図１に示す第１実施の形態の超音波診
断装置１において、ＨＤＤ３１の代わりに図９に示す内
部構成のＨＤＤ５２とし、さらに外部装置インターフェ
ース部（図では外部装置Ｉ／Ｆ部）５３とが追加された
構成の超音波画像観測装置５５を（超音波画像観測装置
３の代わりに）採用している。そして、この外部装置イ
ンターフェース部５３は外部記録装置５４が接続されて
いる。この第２の実施の形態では、「記録」及び「Ｂａ
ｃｋＵＰ」の機能が追加されている。
【００４５】ユーザ操作により、操作卓２２から「記
録」が操作されると、ＣＰＵ１９はフレームメモリ１５
に格納されている画像データを読み出し、ＨＤＤ５２へ
記録する。ＨＤＤ５２の内部構造を図９に示す。
【００４６】ＨＤＤ５２には「Ｄａｔａ」ディレクトリ
５６が作成されており、前述の画像データはＤａｔａデ
ィレクトリ５６の内部に、例えばａａａａ．ｉｍｇ、ｂ
ｂｂｂ．ｉｍｇ…、ｘｘｘｘ．ｉｍｇといった名称のビ
ットマップファイル５７で記録される。
【００４７】また、「記録」機能のみでは、いずれはＨ
ＤＤ５２の空き容量不足になってしまうため、「Ｂａｃ
ｋＵＰ」機能を備えている。ユーザ操作により、操作卓
２２から「ＢａｃｋＵＰ」機能が操作されると、モニタ
１７には図１０に示すＢａｃｋＵＰメニュー６１が表示
される。ＢａｃｋＵＰメニュー６１は画像ファイル名表
示部６２、図８のポインティングデバイス２３で移動お
よび選択が可能なカーソル６３、および「開始ボタン」
６４で構成される。
【００４８】画像ファイル名表示部６２にはＤａｔａデ
ィレクトリ５６に格納されている画像ファイル名のみが
表示されていて、ユーザはポインティングデバイス２３
を操作してカーソル６３を移動させＢａｃｋＵＰしたい
画像ファイルを画像ファイル名表示部６２で選択する
（選択された画像ファイルはハイライト表示等に変化し
選択されたことが分かるようにしている）。
【００４９】画像ファイルの選択を終了すると、ユーザ
はポインティングデバイス２３を操作してカーソル６３
を開始ボタン６４に移動させ、これを選択する。する
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と、選択された画像ファイルがＨＤＤ５２から外部装置
Ｉ／Ｆ部５３を介して外部記録装置５４へＢａｃｋＵＰ
（移動）される。この開始ボタン６４が選択された後の
ＣＰＵ１９のＢａｃｋＵＰ動作を説明したものが図１１
である。
【００５０】図１１では、最初のステップＳ４１におい
てＣＰＵ１９は、「ＢａｃｋＵＰすべき画像ファイルが
有るか？」を判定し、その画像ファイルが有る場合には
次のステップＳ４２へ進み、逆にその画像ファイルが無
いとこの処理を終了する。
【００５１】ステップＳ４２では、ＣＰＵ１９は実際に
画像ファイル名表示部６２で選択されている画像ファイ
ルの１つをＨＤＤ５２から読み出して、（外部装置Ｉ／
Ｆ部５３を介して）外部記録装置５４へ読み出したデー
タの書き込み命令を実施してステップＳ４３に進む。
【００５２】ステップＳ４３においては、ＣＰＵ１９は
外部記録装置５４に対して命令実行結果の問い合わせコ
マンドを発行し、外部記録装置５４からの応答結果によ
り、「コピーが成功？」を判定する。この判定処理によ
り、判定結果がＮｏ、つまりコピーが成功しないと、
「外部記録装置５４に故障が発生した」とみなしてこの
処理を終了する。
【００５３】逆に判定結果がＹｅｓ、つまりコピーが成
功した場合には次のステップＳ４４へ進んでコピーが完
了した画像ファイルをＨＤＤ５２から削除し、再びステ
ップＳ４１へ戻り「ＢａｃｋＵＰすべき画像ファイルが
有るか？」を判定する。
【００５４】以降はステップＳ４１～ステップＳ４４の
ループを繰り返し実行して画像ファイル名表示部６２で
選択されている画像ファイルのＢａｃｋＵＰを全て実行
すると、最終的にはステップＳ４１でＮｏと判定されて
ＢａｃｋＵＰの処理が終了する。
【００５５】以上のような構成においては、記録媒体と
して光磁気ディスク装置（以降ＭＯディスク）等を使用
した場合、メディアへの実際に書き込み処理が完了する
までに時間がかかるため、ステップＳ４３の問い合わせ
に対しては「異常無し」の返信が返ってきていても、実
際にはＭＯディスク装置ではその後に書き込みエラーが
発生している場合がある。
【００５６】こうした場合、ＣＰＵ１９は、そのエラー
情報を次のループのステップＳ４３で取得することにな
るが、それでは前回のループでのステップＳ４４でＨＤ
Ｄ５２から削除してしまった画像データが存在すること
になる。結果として、書き込みエラーが発生するような
ＭＯディスク等を使用してＢａｃｋＵＰした場合、画像
データを紛失してしまう虞がある。
【００５７】本実施の形態では、このような画像データ
の紛失を防止できる改善策を備えており、図１２、図１
３を参照して以下に説明する。図１２は改善策を施した
変形例のＨＤＤ５２′の内部構成を示し、図１３は改善
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策を施した変形例におけるＣＰＵ１９のＢａｃｋＵＰ動
作を示す。
【００５８】まず、図１２によるＨＤＤ５２′では、図
９と比較すると「ＢａｃｋＵＰ」ディレクトリ６６が追
加された構成となっている。その下にはさらに、サブデ
ィレクトリ６７が作成されるが、これは、ＢａｃｋＵＰ
機能が実行された日付・時間をそのままディレクトリ名
として作成しても良い。
【００５９】そして、サブディレクトリ６７の下には
「ＢａｃｋＵＰ」が実施された画像データ６８が存在す
ることになるが、前記図９～図１１では「ＢａｃｋＵ
Ｐ」が実施された画像データはＨＤＤ５２から完全に消
去されてしまうのに対し、図１２、図１３では「Ｂａｃ
ｋＵＰ」が実施された画像データはＨＤＤ５２′内部の
Ｄａｔａディレクトリ５６からＢａｃｋＵＰディレクト
リ６６へ移動される、という点で大きく異なる。
【００６０】こうすることによって、「ＢａｃｋＵＰ」
が実施された画像データは「ＢａｃｋＵＰメニュー」
（図１０）では表示されず、ＨＤＤ５２′から消去され
たように見えるが、実際にはＢａｃｋＵＰディレクトリ
６６内部に存在しているため、不慮の事故によるデータ
の復旧作業が容易に行えるようになる。
【００６１】なお、ＨＤＤ５２′を複数のパーティショ
ンに区切って、ＢａｃｋＵＰディレクトリ６６は別のパ
ーティションに配置したり、あるいはＢａｃｋＵＰディ
レクトリ６６は追加したＨＤＤ内部に配置しても良い。
【００６２】次に、図１３は改善策を施したＣＰＵ１９
のＢａｃｋＵＰ動作を示す。なお、図１０に関する説明
はこの例でも同様であり、図１３は、図１０の「開始ボ
タン」６４が選択された後のＣＰＵの動作を示してい
る。図１３では最初のステップＳ５１においてＣＰＵ１
９はＢａｃｋＵＰディレクトリ６６の下にサブディレク
トリ６７を作成する（前述のようにサブディレクトリ名
は、このときの現在日付・時刻をもとに作成すると、不
慮の事故の際の復旧処理が容易になる）。
【００６３】次のステップＳ５２においてＣＰＵ１９
は、「ＢａｃｋＵＰすべき画像ファイルが有るか？」を
判定しＹｅｓであればステップＳ５３へ進み、Ｎｏであ
れば処理を終了する。ステップＳ５３では、ＣＰＵ１９
は実際に画像ファイル名表示部６２で選択されている画
像ファイルの１つをＨＤＤ５２′から読み出して、（外
部装置Ｉ／Ｆ５３部を介して）外部記録装置５４へ読み
出したデータの書き込み命令を実施してステップＳ５４
へ進む。
【００６４】ステップＳ５４において、ＣＰＵ１９は、
外部記録装置５１に対して命令実行結果の問い合わせコ
マンドを発行し、「コピーが成功？」を判定する。判定
結果がＮｏであれば、「外部記録装置に故障が発生し
た」とみなしてこの処理を終了する。
【００６５】逆に、判定結果がＹｅｓであればステップ
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Ｓ５５へ進んでコピーが完了した画像ファイルを再度、
ＨＤＤ５２′のＤａｔａディレクトリ５６から、ステッ
プＳ５１で作成したＢａｃｋＵＰディレクトリ６６のサ
ブディレクトリ６７下へコピーする。そして、ステップ
Ｓ５６へ進んでコピーが完了した画像ファイルをＤａｔ
ａディレクトリ５６から削除し、ふたたびステップＳ５
２へ戻り「ＢａｃｋＵＰすべき画像ファイルが有るか
？」を判定する。
【００６６】以降ステップＳ５２～ステップＳ５６のル
ープを繰り返し実行して画像ファイル名表示部６２で選
択されている画像ファイルのＢａｃｋＵＰを全て実行す
ると、最終的にはステップＳ５２でＮｏが判定されてＢ
ａｃｋＵＰの処理が終了する。
【００６７】以上のような構成にすることで、図１１で
説明したメディアへの書き込み処理時間がかかることに
よる「書き込みエラー通知遅れ」が発生した場合であっ
ても、「ＢａｃｋＵＰ」が完了した画像データは「Ｂａ
ｃｋＵＰ」ディレクトリ内に存在するため、画像データ
を紛失することが無くなり、問題が改善される。
【００６８】尚、上記改善策を施した場合は、ＨＤＤ５
２′の場合には容量不足で記録不可状態になってしまう
ことが懸念されるが、これは「例えば７日等、適時の日
時が経過した次の最初に電源ＯＮ時にＢａｃｋＵＰディ
レクトリ６６内部を全て自動的に削除する」といった機
能をＣＰＵ１９の制御プログラムに組み込んだり、ある
いはユーザの選択機能として「予備ＨＤＤ内部クリア」
といった機能を入れ、定期的にユーザに実行してもら
う、といった方法により、容易に対処可能である。
【００６９】図１４は本実施の形態での運用例の超音波
診断装置７１を示す。この超音波診断装置７１は、超音
波画像を得るための超音波振動子７２と光学像を得るた
めのＣＣＤ等の撮像素子７３を備えた複合内視鏡（或い
は超音波内視鏡）７４と、超音波振動子７２に対する信
号処理等を行う超音波画像観測装置７５と、撮像素子７
３に対する信号処理等を行う内視鏡装置（或いは内視鏡
周辺装置）７６と、超音波画像観測装置７５および内視
鏡装置７６のどちらも制御可能とする操作卓７７とを備
えている。
【００７０】上記超音波振動子７２は超音波画像観測装
置７５により駆動されると共に信号処理されて、モニタ
に超音波断層像を表示する。また、撮像素子７３は内視
鏡装置７６を構成する光源装置により供給された照明光
で照明された検査対象部位を撮像し、内視鏡装置７６を
構成するビデオプロセッサにより信号処理されてビデオ
信号が生成され、内視鏡装置７６を構成するモニタに撮
像素子７３で撮像した画像を表示する。
【００７１】さらに、超音波画像観測装置７５、内視鏡
装置７６は製品種別や仕向け地仕様によって制御コマン
ドに差異がある場合もある。これに対処するため、操作
卓７７はＤＩＰスイッチ等の設定手段を備え、接続され
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る製品の種別、仕向け地等の情報を前記設定手段に設定
することによって、接続される製品種別や仕向け地仕様
による制御コマンドの差異に対応可能となった。
【００７２】なお、上述の説明では、医療診断装置とし
て超音波による医療診断を行う超音波診断装置の場合で
説明したが、内視鏡装置、ＭＲＩ装置、ＣＴ装置等の医
療診断装置にも適用できる。
【００７３】［付記］
１．ユーザ書き換え不能な第１の装置初期値設定領域を
有する第１の不揮発性記憶手段と、ユーザ書き換え可能
な第２の装置初期値設定領域を有する第２の不揮発性記
憶手段と、前記第１の装置初期値設定領域および前記第
２の装置初期値設定領域のうち少なくとも前記第１の装
置初期値設定領域に記憶された設定値に基いて装置初期
設定を行う初期設定手段と、前記第１の装置初期値設定
領域および前記第２の装置初期値設定領域のうち少なく
とも前記第２の装置初期値設定領域の読み取り可及び不
可を判定する判定手段と、前記判定手段の判定結果に基
づき、前記初期設定手段を制御する制御手段と、を備え
たことを特徴とする医療診断装置。
【００７４】２．前記判定手段による判定結果に応じて
前記第２の装置初期設定値領域の設定値を復旧する復旧
手段、を更に設けたことを特徴とする請求項１記載の医
療診断装置。
【００７５】３．生体へ超音波を送受信する超音波送受
信手段と、得られたエコーデータを用いて前記生体内の
超音波断層像を表示する超音波画像観測装置で構成され
る超音波診断装置において、前記超音波画像観測装置
は、第１、第２の不揮発性記憶領域を備え、第１の不揮
発性記憶領域には装置が動作するための必要最小限のハ
ード設定値格納領域を備え、第２の不揮発性記憶領域に
は工場出荷時設定値格納領域及びユーザー設定値格納領
域を備え、さらに前述の工場出荷時設定値格納領域およ
びユーザー設定値格納領域の読み取り可・不可を判定す
る手段を備えることを特徴とする超音波診断装置。
【００７６】４．付記３の超音波診断装置であって、第
２の不揮発性記憶領域に備えられる工場出荷時設定値格
納領域及びユーザー設定値格納領域が読み取り不可であ
る場合、これを復旧する手段を備えたことを特徴とする
超音波診断装置。
【００７７】５．生体へ超音波を送受信する超音波送受
信手段と、得られたエコーデータを用いて前記生体内の
超音波断層像を表示する超音波画像観測装置で構成され
る超音波診断装置において、前記超音波画像観測装置
は、第１、第２の不揮発性記憶領域及び外部記録装置へ
の記録手段を備え、第１の不揮発性記憶領域に記憶され
た画像データを外部記録装置へ移動する際には、第１の
不揮発性記憶領域から外部記録装置への書き込み終了
後、さらに第１の不揮発性記憶領域から第２の不揮発性
記憶領域への書き込みを実行した後に第１の不揮発性記
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憶領域からのデータ削除を行うことを特徴とする超音波
診断装置。
【００７８】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、装
置起動時に設定が必要な第１の装置初期設定ファイルを
格納した、ユーザ書き換え不能な第１の不揮発性記憶手
段と、前記第１の装置初期設定ファイルに基づいて設定
され、装置起動時に設定が必要な第２の装置初期設定フ
ァイルを格納した、ユーザ書き換え可能な第２の装置初
期値設定領域を有する第２の不揮発性記憶手段と、前記
第２の装置初期値設定ファイルに基いて装置初期設定を
行う初期設定手段と、前記第２の装置初期値設定ファイ
ルの読み取り可及び不可を判定する判定手段と、前記判
定手段の判定結果に基づき、前記第２の装置初期値設定
ファイルの読み取り不可の場合には、前記第１の装置初
期値設定ファイルに基いて装置初期設定を行うように前
記初期設定手段を制御する制御手段と、を備えているの
で、装置起動時に前記第２の装置初期値設定ファイルの
読み取りが不可となった場合にも、前記第１の装置初期
値設定ファイルに基いて装置初期設定を行うことによ
り、初期化ファイルが読み取り不可状態になるのを有効
に防止して、超音波診断等の医療診断が行える。
【００７９】また、装置起動時に設定が必要な第１の装
置初期設定ファイルを格納した、ユーザ書き換え不能な
第１の不揮発性記憶手段と、前記第１の装置初期設定フ
ァイルに基づいて予め設定され、装置起動時に設定が必
要な第２の装置初期設定ファイルを格納した、ユーザ書
き換え可能な第２の不揮発性記憶手段と、前記第２の装
置初期設定ファイルに基づいてユーザにより設定され、
装置起動時に設定が必要な第３の装置初期設定ファイル
を格納した、ユーザ書き換え可能な第３の不揮発性記憶
手段と、前記第３の装置初期値設定ファイルに基いて装
置初期設定を行う初期設定手段と、前記第２及び第３の
装置初期値設定ファイルの読み取り可及び不可を、前記
第３の装置初期値設定ファイルを優先して判定する判定
手段と、前記判定手段の判定結果に基づき、前記第３の
装置初期値設定ファイルの読み取り不可の場合には、前
記第２の装置初期値設定ファイルに基いて装置初期設定
を行い、さらに前記第２の装置初期値設定ファイルの読
み取り不可の場合には、前記第１の装置初期値設定ファ
イルに基いて装置初期設定を行うように前記初期設定手
段を制御する制御手段と、を備えているので、装置起動
時に前記第３の装置初期値設定ファイルの読み取りが不
可となった場合にも、前記第２の装置初期値設定ファイ
ルに基いて装置初期設定を行うことができ、また仮に装
置起動時に前記第２の装置初期値設定ファイルの読み取
りが不可となった場合にも、さらに前記第１の装置初期
値設定ファイルに基いて装置初期設定を行うことができ
るので、初期化ファイルが読み取り不可状態になるのを
有効に防止して、超音波診断等の医療診断が行える。
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態の超音波診断装置の
全体構成を示すブロック図。
【図２】ＲＯＭ及びＨＤＤ内部の初期化ファイルの構成
を示す図。
【図３】電源が投入された場合の超音波画像観測装置内
のＣＰＵの動作を示すフローチャート図。
【図４】ＨＤＤ内部の初期化ファイルのデータ構造を示
す図。
【図５】初期化ファイルの読み取り可・不可の判定方法
を示すフローチャート図。
【図６】変形例におけるＣＰＵの動作を示すフローチャ
ート図。
【図７】工場出荷時の初期化ファイルに戻す機能を備え
た場合におけるＣＰＵの動作を示すフローチャート図。
【図８】本発明の第２の実施の形態の超音波診断装置の
全体構成を示すブロック図。
【図９】ＨＤＤ内部の初期化ファイル及び画像ファイル
の構成を示す図。
【図１０】ＢａｃｋＵＰメニューの表示内容を示す図。
【図１１】ＣＰＵによるＢａｃｋＵＰ動作を示すフロー
チャート図。
【図１２】変形例のＨＤＤ内部の初期化ファイル及び画
像ファイルの構成を示す図。
【図１３】変形例によるＣＰＵによるＢａｃｋＵＰ動作
を示すフローチャート図。
【図１４】運用例の超音波診断装置の構成を示す図。 *
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*【図１５】従来例の超音波診断装置の構成を示すブロッ
ク図。
【図１６】従来例におけるＨＤＤに記録されている初期
値ファイルを示す図。
【図１７】従来例におけるＣＰＵによる動作を示すフロ
ーチャート図。
【符号の説明】
１…超音波診断装置
２…超音波内視鏡
３…超音波画像観測装置
４…挿入部
９…超音波振動子
１１…超音波振動子駆動回路
１７…（画像表示用）モニタ
１９…ＣＰＵ
２１…ＲＡＭ
２２…操作卓
２３…ポンティングデバイス
３１…ＨＤＤ
３２…ＲＯＭ
３３…読み取り可・不可判定手段
３６…Ｏｒｇ．ｉｎｉ
３７…Ｉｎｉｔ．ｉｎｉ
３８…Ｕｓｅｒ．ｉｎｉ
４１…設定値データ
４２…チェックサムデータ

【図１】 【図１７】



(10) 特開２００２－３６０５６８

【図２】 【図３】

【図４】

【図５】

【図１６】



(11) 特開２００２－３６０５６８

【図６】 【図７】

【図８】



(12) 特開２００２－３６０５６８

【図９】 【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１４】



(13) 特開２００２－３６０５６８

【図１３】

【図１５】



专利名称(译) 医疗诊断设备

公开(公告)号 JP2002360568A 公开(公告)日 2002-12-17

申请号 JP2001169832 申请日 2001-06-05

[标]申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

申请(专利权)人(译) オリンパス光学工业株式会社

[标]发明人 佐藤良彰

发明人 佐藤 良彰

IPC分类号 A61B8/00 G06F1/24

FI分类号 A61B8/00 G06F1/00.350.A G06F1/24.A

F-TERM分类号 4C301/EE12 4C301/EE13 4C301/LL20 5B054/AA01 5B054/AA03 5B054/BB01 5B054/CC10 4C601
/EE10 4C601/EE11 4C601/LL40

代理人(译) 伊藤 进

外部链接 Espacenet

摘要(译)

解决的问题：提供一种医疗诊断设备，该医疗诊断设备能够有效地防止
初始化文件变得不可读并且将其设置为可以执行诸如超声波诊断的医疗
诊断的状态。 解决方案：Org.ini，Init.ini和User.ini的初始化文件存储在
与超声内窥镜相连并执行超声诊断的超声图像观察设备中的ROM和硬盘
中。 设备启动时，超声图像观察设备中的CPU访问User.ini文件，如果可
读，则使用该文件的设置数据来初始化硬件等。 在这种情况下，如果可
以访问和读取Init.ini文件，则可以通过在该文件中执行初始设置来读取存
储需要在设备启动时设置的设置数据的初始化文件。 有效防止禁用状
态。
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